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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は、的確迅速な企業意思の決定が今後の企業成長を左右するものと認識しております。また、当社はコーポレート・ガバナンスの強化及び

充実を経営上の重要課題と認識し、取締役の責任及び個別事業の責任体制を明確にすること、並びにコンプライアンスの強化が重要であると考

えております。

今後も経営の透明性及び迅速性を確保しコーポレート・ガバナンスの強化及び充実を目指してまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

1．原則１－４ 　政策保有株式

　当社は政策保有株式について下記のように定めております。

　・取引関係の維持・強化などを通じ、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上につながると判断できる場合に限り、政策

保有株式を保有します。

　・各政策保有株式について、少なくとも年に1回、取締役会は中長期的な経済合理性を検証するとともに、事業戦略上の重要性、取引上のシナ
ジー拡大等を基に保有意義を総合的に判断したうえで、売却も含め適宜見直しを行います。

　　また、資本コストを一要素とした検証については、引き続き検討してまいります。

　・政策保有株式の議決権行使については、当該企業との関係強化等及び当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上につな

がるかを総合的に判断して議案への賛否を決定します。

２．補充原則４－２(1)　中長期的な業績と連動する経営陣の報酬制度、報酬制度及び報酬額に係る客観性・透明性ある手続

　当社の取締役の報酬は、基本報酬と賞与から成り立っております。賞与については、当期の利益等に基づき支給額を決定しております。

　現行の報酬制度は、当社の持続的な成長に寄与する制度として適切に機能していると考えております。

　また、取締役の現行の報酬制度及び報酬額については、社外取締役及び社外監査役を含め取締役会に諮ったうえで決定しており、代表取締役
は社外取締役及び社外監査役にも共有された報酬基準に基づいて個人別の報酬額を決定しております。

　インセンティブ付与を目的とする中長期業績連動報酬については、引き続き導入を検討してまいります。

３．補充原則４－１０(1)　取締役会機能の独立性・客観性と説明責任の強化

　現在当社では、取締役・監査役候補の指名及び報酬に関して、取締役会をはじめ、必要に応じて独立社外取締役の適切な関与、助言を得てお
りますので、任意の諮問委員会等は設置しておりません。

　任意の諮問委員会等の設置については、引き続き検討してまいります。

４．原則５－２　経営戦略や経営計画の策定・公表

　当社は、株主資本利益率（ROE）を重要な経営指標の一つとして、資本コストの適切な把握に努め、株主還元等のバランスを考慮しつつ、中長期
的な企業価値の向上の実現を可能とするために必要な財務基盤を確保することを踏まえ、経営戦略や経営計画を策定いたします。また、株主還
元につきましては、将来事業への投資や自己資本強化を考慮しながら、自己株式の取得及び消却や配当の実施を検討いたします。

　株主の皆様へ経営戦略や経営計画をご説明する際には、可能な範囲で経営計画の目標を提示し、当社の今後の経営戦略や具体的な施策に
ついてご理解を得ることに努めます。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

1．原則１－７ 　関連当事者間の取引

　当社では、当社と当社取締役及び当社取締役が実質的に支配する法人との競業取引及び利益相反取引は、取締役会規則に則り、取締役会で
の審議・決議を行い、取締役・監査役及びその近親者との取引については、取引の有無に関する調査の確認書を作成し、重要な事実がある場
合、取締役会に報告するものとしております。

　また、関連当事者間の取引について、会社法及び金融商品取引法その他の適用ある法令並びに金融商品取引所が定める規則に従って、開示
しております。

２．原則２－６　企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮

　当社は、規約型の確定給付企業年金を採用しており、企業年金担当部門が、四半期ごとに運用機関より管理及び運用に関しての報告を受け、
運用全般の健全性を確認しております。

３．原則３－１　情報開示の充実

i.（会社の目指すところ（経営理念等）や経営戦略、経営計画）

　決算短信、事業報告及び当社ホームページにて開示しております。

　　　（https://www.maruchan.co.jp/ir/management/）

ii.（コーポレートガバナンス・コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針）

　当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するための「コーポレートガバナンス・ガイドライン」を当社ホームページにて
開示しております。

　　　(https://www.maruchan.co.jp/ir/management/governance.html)



iii.（取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続）

　取締役の基本報酬については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、各取締役の貢献度に基づいて決定しております。また、賞与に
ついては当期の利益等に基づいた総額を株主総会で決議しております。社外取締役の報酬は、業務執行から独立した立場であるため、一定の基
本報酬を設定するのみとしております。

iv.（取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続）

　取締役・監査役候補の指名については、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資する経験、適性等（再任の場合は任
期中の業績等を含む。）を総合的に鑑みて、代表取締役が中心となって候補者を選出し、監査役については監査役会の同意を得たうえで、社外取
締役及び社外監査役を含め取締役会に諮って決定しております。

v.（取締役会が上記（iv）を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明）

　取締役・監査役候補者の個々の指名理由につきましては、株主総会招集通知に記載しております。

４．補充原則４－１(1)　経営陣に対する委任の範囲

　当社取締役会は、法令に基づいた取締役会規則を制定し、取締役会で決議を要する事項を定め、また取締役会決議により制定した組織規程、
職務権限規程及び業務分掌規程により、経営陣に委任する範囲を定めております。

５．原則４－９　独立社外取締役及び独立社外監査役の独立性判断基準及び資質

　当社は、金融商品取引所が定める独立性基準に加えて当社が独自に定める独立性基準を定め、この独立性基準を満たす社外取締役及び社外
監査役を選任します。当社独自の独立性基準については、コーポレートガバナンス・ガイドラインに記載しております。

６．補充原則４－１１(1) 　取締役会の構成

　取締役会は、性別、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる多様な取締役で構成するとともに、取締役会の意思決定及び監督機能を効
果的に発揮できる適切な構成とします。選任については、社内取締役は各業務部門経験者から幅広く選任し、社外取締役は企業経営等に精通
し、深い知見を有する者を選任することとしております。

７．補充原則４－１１(2)　社外取締役及び社外監査役の他社兼任状況

　社外取締役及び社外監査役が経営状況の把握や業務執行の監督を十分に果たすことができるよう、他の会社の役員等を兼任する場合の上限
を５社と定め、当社における役割と責務を適切に果たすための時間を確保しております。各社外取締役の兼任状況については、株主総会招集通
知の参考書類、有価証券報告書等で開示しております。

８．補充原則４－１１(3)　取締役会の実効性評価

　当社は、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現する経営を推進するため、継続的に取締役会の実効性向上に取り
組むことが重要であると考えており、毎年、取締役会全体の実効性について分析評価を行い、その結果の概要を開示することとしております。

　評価方法については、取締役会の構成、運営、議題及び支援体制等について、取締役及び監査役に対してアンケート調査を実施し、その内容
の分析・評価を行いました。

　その結果、取締役会は適切な頻度で開催されており、また、議事進行は適切になされていること等を確認したことにより、取締役会の実効性につ
いては概ね適切に機能しているものと判断しました。また、取締役会の運営においては、取締役会資料の事前配布など一部に課題があるものと
認識しており、それらを改善することで取締役会の実効性向上に努めてまいります。

９．補充原則４－１４(2)　取締役及び監査役に対するトレーニングの方針

　当社は、以下の定めに従い、取締役及び監査役がその役割・責務を適切に果たすために必要な事業活動に関する情報・知識の提供及びトレー
ニングを必要に応じて実施します。

・取締役又は監査役が新たに就任する際は、当社の事業内容、当社の事業に関連する法令、コンプライアンス、財務会計、情報セキュリティ等に
関する研修を実施し、 取締役及び監査役就任後においても、これらの研修を継続的に実施します。

・上記に加えて、社外取締役及び社外監査役が新たに就任する際は、当社の事業・組織等に関する内容を説明し、就任後においても当社グルー
プの事業戦略や対処すべき課題等について、必要な情報を継続的に提供します。

10．原則５－１　株主との建設的な対話に関する方針

　以下のように株主との対話に関する基本方針を定めております。

　（株主等との対話者）

　ＩＲ部門担当取締役は、当社における株主等との対話全般について統轄し、建設的な対話の実現に努めます。また、ＩＲ活動及びＳＲ活動

　の専門窓口をＩＲ部門に設置し、専任又は担当を配置しております。株主等との対話は、株主等の希望と面談の主な関心事項も踏まえた

　うえで、合理的な範囲でＩＲ部門や経営陣から適切な応対者を選定し、面談に対応します。

　（対話を補助する社内体制）

　株主等との建設的な対話に資するよう、社内の総務、経理、関係各部が定期的に協議するなど、有機的に連携する体制を構築します。

　（対話の手段の充実に関する取り組み）

　株主総会や個別面談のほか、株主等の中長期的な視点による関心事項等も踏まえ、説明会等の多様な活動を通じて建設的な対話の充実

　に努めます。

　　【主な活動内容】

　　(1)アナリスト・機関投資家を対象とする決算説明会

　　(2)アナリスト・機関投資家を対象とするスモールミーティング

　　(3)ＩＲ部門によるアナリスト・機関投資家との面談

　　(4)決算説明会資料、決算短信等の当社ホームページでの情報公開

　（社内へのフィードバック）

　ＩＲ部門担当取締役は、対話により把握した株主等の意見、関心事や懸念等を取締役会及び経営陣に定期的かつ適時に報告します。

　また、ＩＲ部門より適宜代表取締役にフィードバックし、情報を共有します。

　（インサイダー情報の管理）

　株主等との対話を行うに当たり、インサイダー情報の管理については、内部情報管理及び内部者取引規制に関する規程に則り企業秘密を

　厳重に管理するなど、役員及び従業員等による重要事実の管理に関する規則を定め、情報管理の徹底に努めております。



２．資本構成

外国人株式保有比率 30%以上

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 10,165,261 9.95

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 5,303,300 5.19

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 4,210,400 4.12

一般財団法人東和食品研究振興会 2,981,301 2.92

株式会社三井住友銀行 2,935,311 2.87

STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234 2,657,378 2.60

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口５） 2,079,900 2.04

マルちゃん持株会 1,808,780 1.77

株式会社榎本武平商店 1,662,000 1.63

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口１） 1,562,500 1.53

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

1.　2018年9月30日現在の状況を記載しております。

2.　上記日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）、日本トラスティ・サービス信託銀
行株式会社（信託口５）及び日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口１）の所有株式数はすべて信託業務に係るものであります。

3.　マルちゃん持株会は、当社従業員持株会であります。

4.　2018年9月21日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書№４において、マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニー及び
MFSインベストメント・マネジメント株式会社が2018年9月14日現在で以下の株式を所有している旨が記載されておりますが、当社として当第２四半
期会計期間末における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

　大量保有者名：マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニー

　所有株式数：10,801,200株

　所有株式数の割合：9.74％

　大量保有者名：MFSインベストメント・マネジメント株式会社

　所有株式数：43,700株

　所有株式数の割合：0.04％

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 3 月

業種 食料品

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1000億円以上1兆円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

該当事項はありません。



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 20 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 15 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

浜田とも子 学者

小川　進 学者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

浜田とも子 ○ ウィリアム＆メアリー大学正教授

学者として当社にとって有効な知識を有してい

るため、社外取締役に選任しております。

また、当該取締役は現在及び過去において、

当社経営陣からの独立性が疑われるような属

性等は存在せず、一般株主と利益相反が生じ

るおそれがないため、独立役員に指定しており

ます。

小川　進 ○ 神戸大学大学院経営学研究科教授

学者として当社にとって有効な知識を有してい

るため、社外取締役に選任しております。

また、当該取締役は現在及び過去において、

当社経営陣からの独立性が疑われるような属

性等は存在せず、一般株主と利益相反が生じ

るおそれがないため、独立役員に指定しており

ます。



指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 4 名

監査役の人数 4 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

当社及びグループ会社の監査結果等の情報交換を行っており、お互いにそれを有効活用し、監査に反映するとともに、必要に応じて特定事項

の調査の指示及び報告を行っております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

森　勇 弁護士

中村義人 公認会計士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

森　勇 ○
コモンズ綜合法律事務所

株式会社さいか屋社外監査役

弁護士として当社にとって有効な知識を有して

いるため、社外監査役に選任しております。

また、当該監査役は現在及び過去において、

当社経営陣からの独立性が疑われるような属

性等は存在せず、一般株主と利益相反が生じ

るおそれがないため、独立役員に指定しており

ます。



中村義人 ○
税理士法人創新會計社員

放送大学客員教授

公認会計士及び税理士として当社にとって有
効な知識を有しているため、社外監査役に選
任しております。

また、当該監査役は現在及び過去において、

当社経営陣からの独立性が疑われるような属

性等は存在せず、一般株主と利益相反が生じ

るおそれがないため、独立役員に指定しており

ます。

【独立役員関係】

独立役員の人数 4 名

その他独立役員に関する事項

―――

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

実施していない

該当項目に関する補足説明

　現行の報酬制度は、当社の持続的な成長に寄与する制度として適切に機能していると考えておりますが、インセンティブ付与を目的とする中長
期業績連動報酬については、引き続き導入を検討してまいります。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

取締役及び監査役の別に各々の総額を開示しております。

役員報酬の内容

　定款又は株主総会決議に基づく報酬

　取締役　　19名 333百万円（うち社外取締役3名 24百万円）

　監査役　 　 4名 48百万円（うち社外監査役2名 16百万円）

（注）1 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まれておりません。

　　　2 2018年3月31日現在の取締役は15名、監査役は4名であります。上記の取締役の人数と相違しておりますのは、2017年6月29日開催の

　　　　定時株主総会終結の時をもって退任した取締役3名、2018年3月15日をもって逝去により退任した取締役1名を含んでいるためであります。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

なし

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

―――

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

社外監査役は監査役室が補佐し、常勤監査役及び内部監査部と情報交換を行っており、また、必要な情報については各担当部署から適宜報

告させるような体制をとっております。

また、社外取締役及び社外監査役に対しては、取締役会資料等の重要な資料を各担当部署から事前に送付しております。



２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

当社は監査役制度を採用しており、企業統治の体制の具体的な整備状況は以下のとおりです。

1．取締役会の状況

当社の意思決定機関として取締役会があります。報告日現在、社外取締役2名を含む取締役15名で運営されております。取締役会は原則月1

回の開催以外にも、必要あるごとに機動的に開催し、グループ全体を視野に入れた充実した審議を行っております。

取締役会は、業務執行状況の報告を受けて業務執行状況を監督し、また、会社法で定められた事項及び重要事項の決定を行っております。

社外取締役は、当社にとって有効な知識を有し、独立した立場からの監督機能としての役割を果たしております。

なお、経営環境の変化に機動的に対応できる経営体制を確立するため、取締役の任期を1年としております。

2．監査役監査の状況

当社は、監査役制度を採用しております。報告日現在、社外監査役2名を含む監査役4名で構成されており、監査役は、監査役会で策定された

監査方針、監査計画及び業務分担に基づき、取締役会やその他重要な会議への出席、業務及び財産の状況調査等を通して、取締役の職務

執行を監査しております。

監査役は、会計監査人及び内部監査部と緊密な連携を保ち、意見及び情報の交換を行い、効果的・効率的な監査を実施しております。また、

監査機能を充実・強化させる監査役付スタッフ（監査役室）を配置し、監査役監査活動を補佐しております。

3．内部監査の状況

内部監査部門として、内部監査部を設置し、各事業所及び各関係会社の内部監査を実施しております。内部監査部は、年度ごとに監査の基本

方針を定め、年間計画に基づいて監査を行い、監査役会との連携をとりながら、各業務が法令、定款及び社内ルールに基づいて適正に運営され

ているかの監査を行っております。

4．会計監査の状況

当社は、有限責任 あずさ監査法人と会社法に基づく監査及び金融商品取引法に基づく監査に係る監査契約を締結し、適宜会計に関する指導

を受けております。監査業務はあらかじめ監査日程を策定し、計画的に監査が行われる体制となっております。

当連結会計年度において業務を執行した公認会計士の氏名は、以下のとおりであります。

　指定有限責任社員　業務執行社員　永峯輝一

　指定有限責任社員　業務執行社員　江本博行

当社の監査業務は、上記2名を含む公認会計士等によって行われております。

その他社内における法務関係を一元管理する目的で法務部を設置し、法令及び社会的倫理規範の遵守に関する必要な体制を整備しておりま

す。

また、当社及び当社グループが継続的かつ安定的に発展する妨げとなる法令違反や社内不正等を防止又は早期発見して是正することを目的

とした内部通報制度「レポートライン」を設置し、企業グループ内の役職員や外部者が直接不利益を受けることなく情報を伝達できる体制を構築し

ております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

監査役による監査体制が経営監視機能として有効であると判断し、監査役設置会社を採用しております。監査役4名のうち2名を社外監査役と

し、監査機能の中立性を確保できる体制としており、加えて内部監査部が連携することにより、監査機能を強化しております。

社外取締役は、取締役会に出席し、客観的な立場から関与・助言を行うことで取締役会の監督機能を充実させ、経営に対する監視、業務執行の

適正さの保持を図るほか、取締役会に社外の有益な知見を取り入れております。

これらの取組みにより、適正な企業経営を行うことができるものと考えております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送

株主総会招集ご通知の早期発送及び発送前Web開示を実施しております。

第70回定時株主総会（2018年6月28日開催）

　　招集通知発送日　　　　　　　　6月8日（20日前）

　　招集通知発送前Web開示　　 6月7日（21日前）　

　

電磁的方法による議決権の行使 インターネットによる議決権行使を可能にしております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームへ掲載しており
ます。

招集通知（要約）の英文での提供
英文の招集通知を作成し、当社ホームページ及び機関投資家向け議決権電子行使プラッ
トフォームへ掲載しております。

その他
・当社ホームページに招集通知を掲載しております。

・株主総会後に決議事項を当社ホームページに掲載しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

第2四半期・期末決算発表後決算説明会を実施しております。 あり

IR資料のホームページ掲載
有価証券報告書、決算短信、決算説明会資料、アニュアルレポート、適時開

示資料等を掲載しております。

https://www.maruchan.co.jp/ir/

IRに関する部署（担当者）の設置 総務部経営企画課が担当しております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

「東洋水産グループ行動規範」において各ステークホルダーの尊重について規定し、周知
徹底のため役員・従業員に配布し遵守を義務付けております。

なお、当行動規範は当社ホームページに掲載しております。

https://www.maruchan.co.jp/company/info/standard.html

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

環境保全活動については、品質・環境方針（東洋水産グループ全体方針）を策定し、省エ
ネ・省資源、廃棄物の削減、リサイクルの推進等により、環境負荷の低減に努め、地球環
境保全に配慮しております。

CSR活動につきましてはCSR広報部を設置し、社会や環境などに関する課題に取り組む

とともに、その実施状況の報告書を当社ホームページに掲載しております。

https://www.maruchan.co.jp/csr/reports/index.html



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

2006年5月15日開催の定時取締役会において「内部統制システムの基本方針」を決議しており、2015年5月15日付で以下のとおり改定しておりま
す。

1．経営の基本方針

当社及び当社の子会社から成る企業集団（以下「当社グループ」という。）は、「Ｓｍｉｌｅｓ　ｆｏｒ　Ａｌｌ．すべては、笑顔のために。」という企業スローガ
ンの下で「食を通じて社会に貢献する」「安全で安心な食品とサービスを提供する」ことを当社グループ全体の責務として果たすことにより、消費者
や取引先の皆様から支持され、信頼される企業グループとなることで、企業価値の最大化を図り、社会、株主、従業員等すべてのステークホル
ダーの皆様にとっての利益増大を目指す。

2．取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1)経営監督機能の強化と経営の透明性の更なる向上を目指し、各業務執行における個々の取締役の責任の所在を明確にする職務分掌と組織
を整理する。

(2)法令及び定款並びに社会規範に適合することを確保するための体制（以下「コンプライアンス体制」という。）の強化を目的とする各種規程（以
下「コンプライアンスに係る規程」という。）を定め、取締役はコンプライアンスに係る規程に従い、その職務を執行し、当社グループの業務の適正
を確保する。

(3)取締役の職務の執行がコンプライアンスに係る規程に適合しているか否かについてのチェック体制は、取締役が相互に監督、監視を行い、更
に監査役の監査を受けることにより確保する。なお、 当社の取締役会には独立性の高い社外取締役及び社外監査役が出席し、取締役の職務の

執行に関する監督機能の更なる強化を図る。

3．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

文書管理規程を定め、取締役の職務の執行に係る各情報を保存し、管理する。

4．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1)財産損失のリスク、収入減少のリスク、賠償責任リスク、人的損失リスク及びビジネスリスクなど、経営に重要な影響をもたらす可能性のあるリ
スクの回避、低減等を行うために、リスク管理に関する規程を定める。

(2)各部門の担当役員及び使用人は、リスク管理に関する規程に従い、自部門に内在するリスクを把握、分析、評価した上で適切な対策を実施す
る。

(3)監査部門は、各部門のリスク管理状況について、業務から独立した視点で監査を実施する。

(4)事業活動上の重大な事態が発生した場合には、「危機管理基本規程」に則り、対策本部を設置し、かかる事態に起因する損失・被害を最小限
にとどめるべく迅速な対応を行う。

5．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1)当社グループにおける事業の効率性の確保を目的とした職務分掌と組織を整理する。

(2)取締役は職務分掌に従い職務を執行する。当社の取締役会は原則月１回の開催以外にも、必要あるごとに機動的に開催し、当社グループ全
体を視野に入れた充実した審議を行い、時宜に応じた機動的な職務を執行し得るよう迅速な意思決定を下せる体制を維持する。

(3)当社社長主導により、業務執行責任者が出席する連絡会議を原則として毎週開催し、重要な稟議事項及びその他報告事項について検討を行
い、情報の共有を図る。

6．使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1)コンプライアンス体制を整備し、コンプライアンスに係る規程の制定並びに研修等のプログラムを策定し、コンプライアンスの徹底を図る。

(2)コンプライアンス体制の整備においては、使用人の職務の執行が法令及び定款並びに社会規範に適合しているか否かに係るチェック体制の整
備も含めるものとする。

7．企業集団における業務の適正を確保するための体制

(1)当社グループ各社の代表取締役等に対して必要に応じて当社の取締役会への出席を求め、業務の執行状況に関して説明の機会を設ける。ま
た、当社グループ各社が行う事業は、当社の関連する事業部が一元的に統轄する。

(2)当社の監査部門は、コンプライアンスに係る規程に従い、当社グループ各社に対して、業務の適正の確保の状況について、業務から独立した
視点から監査を実施する。

(3)当社監査役は、当社グループ各社の監査役の監査報告書を閲覧し、当社グループ各社の取締役等の職務の執行を確認すると共に、当社グ
ループ各社の監査役との定期的な情報交換会を実施し、状況の把握に努める。

(4)当社グループにおいて生じ得る企業の健全性を損ないかねない取引及び行為に関するレポートラインを整備して、当社グループ各社における
不適切・非通例的な取引を防止する措置を講ずる。

8．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び取締役からの独立性に関する事項

(1)監査役の職務を補助するための使用人（以下「監査補助使用人」という。）を置くことを監査役が求めた場合、当該監査役及び監査役会と協議
のうえで必要な監査補助使用人を配置する。

(2)監査補助使用人は監査役のみの指示命令に基づき業務を実施する。なお、監査補助使用人には調査等の業務権限を付与し、役職員は必要
な協力を行う。

(3)監査補助使用人の人事異動・人事評価・懲戒処分は、監査役会の同意を得なければならないものとする。

9．取締役及び使用人等が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制

(1)監査役監査が実効的に行われるよう必要かつ適切な情報を適時に収集できる体制を整備する。この体制の整備にあたっては、取締役及び使
用人が各監査役の要請に応じて必要な事項をすみやかに報告することができるようにするほか、取締役及び使用人が自発的に当社グループに
重大な影響を与える事項を監査役に報告できる機会を設ける。

(2)当社グループ各社の取締役及び使用人等が、当社グループに重大な影響を与える事項を自発的に報告できるよう制度を整備すると共に、その
活用の実効性を確保するべく監査役も報告窓口とし、かつ当該報告を理由として通報者が不利益な取り扱いを受けない体制を整備する。

10．監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針

監査役の職務に必要な費用は監査役の監査計画に応じて予算化し、有事における監査費用についても監査役又は監査役会の要請により適切か
つ迅速に前払あるいは償還するものとする。

11．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1)監査役会と代表取締役との定期的な意見交換会を実施する。

(2)会計監査人から監査内容について説明を受け情報交換を行うなど連携を取る。

(3)業務を執行する役員及び各支店、事業所等を統括する職員について、定期的に直接面談する機会を設ける。

12．財務報告の適正性を確保するための体制

財務報告の適正性を確保するため金融商品取引法に基づき、財務報告に係る内部統制が有効かつ適切に行われる体制を整備することにより、
当社及び子会社について全社的な内部統制や業務プロセスについて継続的に評価し必要な改善を図る。



２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

1．基本的な考え方

社会的秩序を乱し健全な企業活動を阻むあらゆる団体・個人との一切の関係を遮断し、いかなる形であっても、それらを助長するような行動をとら
ない。

2．整備状況

当社グループでは、反社会的勢力の排除に向けた基本的な考え方を行動規範に明記し、周知する。また、弁護士等専門職の協力の下、警察等と
密に連携し、情報収集に努める。

なお、当行動規範は当社ホームページに掲載しております。

https://www.maruchan.co.jp/company/info/standard.html



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

特別な買収防衛策はとっておりません。ただし、常に当社の企業価値を高める努力をすることで、適正な株価が実現されることを目指しておりま

す。

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社の会社情報の適時開示に係る社内体制は、以下のとおりであります。

1．適時開示に係る当社の基本姿勢

当社は、投資家に対して必要な会社情報を公正かつ適時・適切に開示することを基本姿勢とし、その実践のために迅速な開示を行う体制を構築

しております。また、それ以外の経営関連情報につきましても公平な開示を行ってまいります。

2．適時開示に係る社内体制

情報開示の体制については、情報取扱責任者をはじめ経理部・総務部等が連携し、公正かつ適時・適切な情報開示を行う体制を構築して

おります。

3．適時開示に係る社内体制のチェック

投資家への公正かつ適時・適切な情報開示が行われているかどうかの検証は、情報取扱責任者をはじめ経理部・総務部等が連携して

当社グループの社内体制の向上を目指してまいります。
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【コーポレート・ガバナンス体制の模式図】

内部監査部

※その他、法令違反や社内不正等を防止又は早期発見して是正することを目的に、内部通報制度「レポートライン」を設置しています。
経営陣から独立した体制として、内部窓口（「一般窓口」「監査役窓口」）と弁護士による外部窓口を設置しています。



【適時開示体制の模式図】
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